
高知市基幹型地域包括支援センター　☎088-823-9121

　●日常生活の困り事は、身体機能の改
　　善で解消できる可能性があります。

　●要介護認定を必要としないサービス
　　や介護予防の取組をご案内します。

　●恐れ入りますが、裏面をご確認の上
　　お住いの地区を担当する地域包括支
　　援センターにご連絡ください。

　●要介護認定申請を行って
　　ください。

　※認定結果が出るまでに、
　　１～２か月の時間を要し
　　ます。

⑩
　ショートステイの利用希望がある方
　（介護施設に短期間宿泊して介護サービスを受けるもの）

⑨ 　住宅改修や福祉用具のレンタルの希望がある方

⑧
　在宅で医療系サービスの利用が必要な方
　（訪問看護など）

⑦ 　入浴が一人で出来ない方

⑥ 　認知症により日常生活に支障をきたしている方

⑤ 　指定難病医療受給者証をお持ちの方

④
　病気の回復が見込めずターミナル（終末期）の状態の方
　（がん末期など）

③
　障がいのサービスを利用している方
　（障がい福祉サービス、地域生活支援事業など）

②
　一人で歩くことが出来ない方
　（車いすに乗っている、寝たきりなど）

①
　64歳以下の方（40～64歳の医療保険加入者で特定疾病に
　該当する方）

№ 確認項目 チェック

要介護・要支援新規認定申請時　身体状況確認書

　申請者の身体の状況について、当てはまるものにチェックを入れてください。

該当なし 該当あり


